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委員会で詳しく審査しました
〜令和7年第4回定例会中に審査した内容は下記のとおりです〜

総
務
委
員
会

　

議
案
６
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

稲
城
市
議
会
議
員
及
び
稲
城
市

長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
１
件
の
質

疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

問

条
例
改
正
の
理
由
は
。

答

公
職
選
挙
法
施
行
令
改
正
に

準
じ
て
、
引
き
上
げ
を
す
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
職
員
の
公
益
的
法
人
へ

の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
は
、
２
件
の
質
疑

が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。

問

人
材
の
派
遣
の
選
考
に
つ
い

て
は
。

答

今
ま
で
の
実
績
、
役
職
な
ど

を
考
慮
し
、
適
材
適
所
に
配
置
を

進
め
て
い
く
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、２
件
の
質
疑
が
あ
り
、

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

第
一
種
会
計
年
度
任
用
職
員

も
、
報
酬
改
定
や
遡
っ
て
支
給
を

し
て
も
ら
い
た
い
が
、
考
え
は
。

答

本
定
例
会
で
補
正
予
算
の
承

認
後
、常
勤
職
員
と
同
様
に
改
定
、

遡そ

及き
ゅ
う

で
の
実
施
を
す
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
大
丸
地
区
会
館
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
稲
城

市
松
葉
集
会
所
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
及
び
稲
城
市
押
立

ふ
れ
あ
い
会
館
の
指
定
管
理
者
の

福
祉
文
教
委
員
会

　

議
案
７
件
、
請
願
１
件
、
陳
情

１
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

稲
城
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す

る
条
例
は
、３
件
の
質
疑
が
あ
り
、

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

市
独
自
の
変
更
を
行
わ
な

か
っ
た
理
由
は
。

答

初
年
度
の
開
始
時
点
で
は
、

地
域
の
実
情
を
反
映
で
き
る
状
況

に
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
、
稲
城
市
乳

幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

稲
城
市
義
務
教
育
就
学
児
の
医
療

費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
、
稲
城
市
高
校

生
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

一
括
議
題
と
し
、
質
疑
・
討
論
が

な
く
、
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
確
認
基
準
を
定
め
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

及
び
稲
城
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、

質
疑
・
討
論
が
な
く
、
採
決
の
結

果
、
い
ず
れ
も
起
立
全
員
に
よ
り

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

難
聴
予
防
対
策
の
強
化
・
充
実

を
求
め
る
請
願
は
、
７
件
の
質
疑

建
設
環
境
委
員
会

　

議
案
13
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

稲
城
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て（
稲
城
南
山
東
部
土
地
区
画
整
理

事
業
区
域
に
お
け
る
電
線
共
同
溝

路
線
指
定
関
係
・
５
路
線
）、
稲
城

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て（
稲
城

南
山
東
部
土
地
区
画
整
理
事
業
関

係
・
１
路
線
）、
稲
城
市
道
路
線
の

認
定
に
つ
い
て（
坂
浜
に
お
け
る
民

間
宅
地
開
発
関
係
・
１
路
線
）及
び

稲
城
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

（
多
摩
都
市
計
画
道
路
７・５・３
号

宿
榎
戸
線
新
設
整
備
事
業
関
係
・

１
路
線
）は
、
議
案
審
査
の
た
め
現

地
調
査
を
行
っ
た
後
、
一
括
議
題

と
し
て
審
査
し
、
質
疑
・
討
論
が

な
く
、
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
は
、
１
件
の
質
疑

が
あ
り
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

改
正
に
よ
る
手
数
料
変
更
、

市
民
や
管
理
組
合
の
手
続
き
な
ど

に
新
た
な
負
担
は
あ
る
の
か
。

答

手
数
料
の
変
更
は
な
く
、
新

た
な
負
担
は
な
い
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

補
正
予
算
特
別
委
員
会

　

議
案
６
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　

令
和
７
年
度
東
京
都
稲
城
市
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）は
、

14
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

シ
ス
テ
ム
開
発
委
託
の
メ

リ
ッ
ト
は
。

答

紙
の
医
療
証
の
持
参
不
要
、

入
力
作
業
の
自
動
化
な
ど
が
あ
る
。

問

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
で
受
信
し
た
情

報
の
市
民
へ
の
伝
達
は
。

答

防
災
行
政
無
線
、
緊
急
速
報

メ
ー
ル
な
ど
に
よ
る
。

問

給
与
費
の
報
酬
・
給
料
・
職

指
定
に
つ
い
て
は
、
一
括
議
題
と

し
、
質
疑
・
討
論
が
な
く
、
採
決

の
結
果
、
い
ず
れ
も
起
立
全
員
に

よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。

問

請
願
書
提
出
の
経
緯
は
。

答

難
聴
で
悩
ん
で
い
る
高
齢
者

の
生
活
の
維
持
や
、
暮
ら
し
を
改

善
す
る
た
め
提
出
さ
れ
た
。

問

市
に
お
け
る
難
聴
予
防
対
策

や
高
齢
者
の
聞
こ
え
の
支
援
の
現

状
は
。

答

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
な
ど
で
周
知
・
啓
発
を

行
っ
て
い
る
。

問

市
内
で
の
対
象
者
は
把
握
可

能
な
の
か
。

答

実
際
困
っ
て
い
る
方
や
支
援

が
必
要
な
方
が
ど
れ
く
ら
い
い
る

か
は
把
握
し
て
い
な
い
。

問

補
聴
器
の
購
入
助
成
を
行
う

自
治
体
の
現
状
は
。

答

23
区
は
全
て
、
多
摩
地
域
は

16
市
、
そ
の
ほ
か
２
町
１
村
で
実

施
し
て
い
る
。

問

補
聴
器
を
使
う
こ
と
で
、
高

齢
者
の
生
活
の
質
が
上
が
る
か
、

市
の
考
え
は
。

答

生
活
の
質
が
上
が
っ
た
の
か

の
測
定
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
と

思
っ
て
お
り
、
研
究
す
る
。

賛
成
討
論
難
聴
の
早
期
発
見
や
早

期
予
防
は
、
高
齢
者
の
健
康
な
生

活
を
維
持
し
、
介
護
予
防
に
も
つ

な
が
る
。
市
に
お
い
て
難
聴
予
防

対
策
が
前
進
す
る
こ
と
を
求
め

て
、
賛
成
と
す
る
。

　

討
論
の
後
、
都
の
高
齢
者
聞
こ

え
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

事
業
を
活
用
し
、
ま
ず
は
難
聴
に

関
わ
る
普
及
啓
発
を
行
う
べ
き

で
、
趣
旨
採
択
を
提
案
す
る
。
ー

と
の
動
議
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の

結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り
趣
旨
採

択
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
内
の
小
・
中
・
高
・
特

別
支
援
学
校
に
お
け
る「
い
じ
め
」

を
な
く
す
取
り
組
み
に
関
す
る
陳

情
は
、
１
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

数
値
目
標
を
設
定
し
、
公
開

す
る
こ
と
に
つ
い
て
市
の
見
解
は
。

答

い
じ
め
の
認
知
件
数
自
体
を

減
ら
す
こ
と
が
目
標
で
な
い
た

め
、
数
値
目
標
の
設
定
や
、
広
く

公
開
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

反
対
討
論
い
じ
め
の
件
数
を
公
表

し
、
削
減
目
標
を
持
つ
こ
と
で
、

問
題
の
解
決
に
結
び
つ
く
と
は
思

え
な
い
。
子
供
た
ち
の
教
育
環
境

を
よ
り
よ
く
し
て
い
く
こ
と
が
、

い
じ
め
の
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い

く
と
考
え
、
反
対
す
る
。

　

採
決
の
結
果
、
起
立
な
し
に
よ

り
不
採
択
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

坂
浜
地
区
の
一
部
に
お
け
る
住
居

表
示
を
実
施
す
る
市
街
地
の
区
域

及
び
当
該
区
域
内
の
住
居
表
示
の

方
法
に
つ
い
て
及
び
坂
浜
地
区
の

一
部
に
お
け
る
町
の
区
域
の
新
設

及
び
字
の
区
域
の
変
更
に
つ
い
て

は
、
一
括
議
題
と
し
、
質
疑
・
討

論
が
な
く
、
採
決
の
結
果
、
い
ず

れ
も
起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

矢
野
口
・
東
長
沼
・
百
村
地
区

の
一
部
に
お
け
る
町
の
区
域
の
新

設
及
び
字
の
区
域
の
変
更
に
つ
い

て
は
、
１
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

住
所
が
実
際
に
変
わ
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

答

稲
城
南
山
東
部
土
地
区
画
整

理
事
業
の
換
地
処
分
の
翌
日
で
令

和
10
年
３
月
を
予
定
し
て
い
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
は
、
１
件
の
質
疑
が

あ
り
、概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
、
ど

の
よ
う
な
効
果
が
見
込
ま
れ
る
の

か
。

答

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
宅
な

ど
か
ら
い
つ
で
も
公
示
送
達
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
は
、
質
疑
・
討
論
が
な
く
、
採

決
の
結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
地
域
振
興
プ
ラ
ザ
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
及
び

稲
城
長
峰
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
一

括
議
題
と
し
て
審
査
し
、
１
件
の

質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お

り
で
す
。

問

稲
城
長
峰
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の

指
定
管
理
者
は
、
ど
の
よ
う
な
点

を
評
価
し
て
、
選
定
し
た
の
か
。

答

価
格
評
価
は
、
基
準
額
を
上

回
っ
た
が
、
性
能
評
価
は
、
全
て

管
理
基
準
書
を
満
た
し
て
い
た
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

い
ず
れ
も
起
立
全
員
に
よ
り
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

稲
城
市
上
谷
戸
緑
地
体
験
学
習

館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て
は
、
質
疑
・
討
論
が
な
く
、

採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

員
手
当
の
増
額
要
因
は
。

答

都
人
事
委
員
会
勧
告
に
基
づ

き
引
き
上
げ
る
。

問

保
育
所
等
熱
中
症
対
策
事
業

補
助
金
の
概
要
は
。

答

都
補
助
金
が
10
分
の
10
と
さ

れ
、
来
年
度
へ
の
備
え
も
対
象
と

な
る
こ
と
か
ら
、
市
内
保
育
所
に

対
し
実
施
す
る
。

問

街
路
樹
剪
定
及
び
草
刈
等
業

務
委
託
の
増
額
の
理
由
は
。

答

猛
暑
の
影
響
に
よ
り
雑
草
の

繁
茂
期
間
が
延
び
た
た
め
で
あ
る
。

問
（
仮
称
）稲
城
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
整
備
工
事
の
内

容
は
。

答

内
装
の
壁
紙
や
、
自
動
ド
ア

を
つ
け
、
施
設
と
廊
下
を
仕
切
る

工
事
で
あ
る
。

　

令
和
７
年
度
東
京
都
稲
城
市
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
２
号
）、
令
和
７
年
度
東

京
都
稲
城
市
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）、
令

和
７
年
度
東
京
都
稲
城
市
土
地
区

画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）及
び
令
和
７
年
度
東
京

都
稲
城
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正

予
算（
第
１
号
）は
、
い
ず
れ
も
質

疑
・
討
論
が
な
く
、採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
７
年
度
東
京
都
稲
城
市
病

院
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

は
、
８
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要

は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

人
件
費
に
関
す
る
取
り
組
み

は
。

答

可
能
な
限
り
非
常
勤
医
師
の

勤
務
削
減
を
協
議
し
て
い
る
。

問

企
業
債
の
借
入
計
画
は
。

答

発
行
可
能
額
16
億
円
、
償
還

期
間
15
年
、
措
置
期
間
３
年
を
前

提
と
し
て
申
請
し
た
。

　

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▲道路認定調査の様子


